
（別紙） 
中小企業省力化投資補助事業 省力化製品・省力化製品製造事業者登録要領の一部を改訂する登録要領新旧対照表（傍線部分は改訂部分） 
 
中小企業省力化投資補助事業 省力化製品・省力化製品製造事業者登録要領 

改訂後 現行 

３．登録時の要件及び留意事項 
３－１ 製造事業者登録の要件 
以下の要件の他、自身の申請する省力化製品が３－２．に示す全ての要件を

満たすことを確認し、宣誓を行うこと。ただし、既に登録されている製造事業
者に発行済株式総数又は出資価格総額の２分の１超を所有されている事業者
においては、当該資本関係を示す証憑を提出することで、（２）（３）の要件を
満たすものとみなす。 
 

（中略） 
 
３－２ 省力化製品の要件 
 

（中略） 
 
(２)製品性能及び価格に関する事項 
①当該製品が属する製品カテゴリにおいて利用が想定される中小企業等の代

表的な業種で設定されている省力化指標にしたがって省力化の効果を算
出し、その効果が設定されている基準値を上回ること。 

②製品本体の価格は５０万円以上であること。また、本補助金の補助上限金
額に比して著しく高額のものでないこと。 

③製品登録時に提出する納品実績価格は経済的合理性があり、市場価格を逸
脱していないこと。また登録後に、提出した納品実績価格が他の納品実績
と著しく乖離していることが発覚した場合は、製品の登録を取り消すこと
がある。なお、既に登録されている製造事業者に発行済株式総数又は出資
価格総額の２分の１超を所有されている事業者においては、当該資本関係
を示す証憑を提出することで当該製造事業者の納品実績を自社の納品実
績であるとみなして扱うことができる。 

 
（以下略） 

３．登録時の要件及び留意事項 
３－１ 製造事業者登録の要件 
以下の要件の他、自身の申請する省力化製品が３－２．に示す全ての要件を

満たすことを確認し、宣誓を行うこと。 
 
 
 

 
（中略） 

 
３－２ 省力化製品の要件 
 

（中略） 
 
(２)製品性能及び価格に関する事項 
①当該製品が属する製品カテゴリにおいて利用が想定される中小企業等の代

表的な業種で設定されている省力化指標にしたがって省力化の効果を算
出し、その効果が設定されている基準値を上回ること。 

②製品本体の価格は５０万円以上であること。また、本補助金の補助上限金
額に比して著しく高額のものでないこと。 

③製品登録時に提出する納品実績価格は経済的合理性があり、市場価格を逸
脱していないこと。また登録後に、提出した納品実績価格が他の納品実績
と著しく乖離していることが発覚した場合は、製品の登録を取り消すこと
がある。 

 
 
 

 
（以下略） 

 
 


